
農 整 第 6 2 6 号 

令 和 ５ 年 ３ 月 17日 

 

(一社)富山県建設業協会長 殿 

 

富山県農林水産部長 

 

資材単価地区区分の一部改定について（通知） 

 

 日頃より本県の農林水産行政の推進にご尽力いただき、厚く御礼申し上げ

ます。 

標記の件について、別紙のとおり資材単価地区区分を一部改定し、令和５

年４月１日以降の決裁に係る設計書から適用することとしたので参考に送付

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        （事務担当 農村整備課技術管理係 内線3826） 

 


